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天
草
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ（
文
書
館
）の

　
　
　
　
　

普
及
活
動
に
つ
い
て
答
申

河浦・船津地区
漁業集落環境整備事業の「継続」を答申
河浦・船津地区
漁業集落環境整備事業の「継続」を答申
河浦・船津地区
漁業集落環境整備事業の「継続」を答申
河浦・船津地区
漁業集落環境整備事業の「継続」を答申

～市公共事業再評価審議会～
〜
天
草
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
運
営
審
議
会
〜

　

天
草
市
公
共
事
業
再
評
価
審
議

会
（
中
川
竹
治
会
長
・
委
員
12
人
）

か
ら
、
安
田
市
長
が
諮
問
し
て
い

た
公
共
事
業
の
再
評
価
に
つ
い

て
、
２
月
19
日
に
答
申
が
あ
り
ま

し
た
。

　

今
回
、
再
評
価
の
対
象
と
な
っ

た
事
業
は
、
事
業
採
択
後
10
年
間

を
経
過
し
た
時
点
で
継
続
中
の

「
船
津
地
区
漁
業
集
落
環
境
整
備

事
業
」（
河
浦
町
）
で
す
。

　

同
審
議
会
で
は
、
対
象
事
業
の

現
地
視
察
を
行
い
、
今
後
の
市
の

対
応
方
針
に
つ
い
て
２
月
４
日
か

ら
合
計
２
回
の
審
議
会
を
実
施
。

そ
の
結
果
、
今
回
の
対
象
事
業
の

対
応
方
針
に
つ
い
て
は
、「
事
業

継
続
は
妥
当
」
と
の
答
申
が
あ
り

ま
し
た
。

　

市
で
は
、こ
の
答
申
を
尊
重
し
、

事
業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
事
業

や
答
申
の
内
容
、
市
の
対
応
方
針

は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
事
業
の
内
容
】

　

河
浦
町
宮
野
河
内
・
船
津
地
区

の
生
活
環
境
改
善
と
活
性
化
を
図

る
た
め
、
平
成
９
年
度
に
漁
業
集

落
環
境
整
備
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
で
は
、
同
地
区
内
に

排
水
処
理
施
設
や
集
落
道
、
飲
雑

用
水
施
設
、
防
災
安
全
施
設
、
緑

地
広
場
を
総
合
的
に
整
備
す
る
計

画
で
す
。
工
事
の
進
み
具
合
は
、

今
年
３
月
末
の
事
業
費
ベ
ー
ス
で

59
・
9
％
で
す
。

【
答
申
内
容
】

　

答
申
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
（
原
文
の
ま
ま
掲
載
）。

　

漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
は
当

該
地
区
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
事
業
の
継
続
は
妥
当
と

判
断
す
る
。

　

た
だ
し
、
事
業
種
目
の
未
着
手

の
計
画
に
つ
い
て
は
、
事
業
規
模

の
縮
小
を
含
め
再
精
査
を
す
る
こ

と
。

【
市
の
対
応
方
針
】

　

審
議
会
が
、
船
津
地
区
漁
業
集

落
環
境
整
備
事
業
は
地
域
住
民
の

生
活
環
境
の
向
上
を
は
じ
め
、
船

津
湾
内
の
水
質
保
全
や
、
海
面
養

殖
な
ど
の
水
産
業
の
振
興
が
図
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
継
続
は

妥
当
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

今
後
は
、
同
事
業
の
完
成
に
向
け

て
、
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

　

排
水
処
理
施
設
の
整
備
に
つ
い

て
は
、
今
年
７
月
ま
で
に
計
画
区

域
内
の
80
％
程
度
の
世
帯
の
生
活

排
水
処
理
を
可
能
に
し
、
平
成
23

年
４
月
の
完
成
を
目
ざ
し
て
い
き

ま
す
。

　

集
落
道
な
ど
一
部
未
着
手
の
計

画
に
つ
い
て
は
、
事
業
規
模
の
縮

小
を
含
め
、
事
業
計
画
を
見
直
す

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
い
こ
と
は
、
本
庁
・
下
水

道
課
集
落
排
水
係
（
本
渡
浄
化

セ
ン
タ
ー
内
）☎
㉓
３
４
９
８

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　公共事業の効率性とその実施過程の透明性の向
上を図るため、事業の再評価を行う第三者機関で
す。市長の諮問に応じて審議し、市長に答申する
とともに、必要な意見を述べることができます。
　再評価の対象となる事業は、市が事業主体とな
って実施する公共事業のうち、次の事業となって
います。
①事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事
業。
②事業採択後10年間を経過した時点で、一部供
用されている事業を含め、継続中の事業。ただ
し、社会経済情勢の急激な変化などにより再評
価を実施する必要があると市長が判断したとき
は、随時実施する。
③補助事業にあっては、事業採択前の準備や計画
段階で５年間が経過している事業。

公共事業再評価審議会とは

▲中川会長（＝写真左）から
　　　　安田市長に答申書が手渡されました


